
余市フィッシャリーナ 使用料金表 

 

○使用料金表                                          ○申請に必要な書類 

陸上艇置場使用料  下表のとおり                            ・フィッシャリーナ施設使用許可申請書    ・余市フィッシャリーナの使用に関する誓約書 

●外来艇使用料   １週間以内に使用するものをいう           ・船舶検査証書の写し                    ・申請者が船舟の使用について権利を有していることを証明する書面（申請者と船舶所湯者が異なる場合） 

・陸上艇置場使用料     １５０円×ｆｔ×日数               ・海技免状又は小型船舶操縦免許証の写し 

・上下架施設使用料     上下架各１回につき５，０００円     ・損害賠償保険に係る保険証券の写し 

・水道施設使用料       １日につき２００円          ・船舶全体を撮影した写真                                                          （単位：円） 

全長 １ヶ月 ２ヶ月 ３ヶ月 ４ヶ月 ５ヶ月 ６ヶ月 ７ヶ月 ８ヶ月 冬期間 通年（ １年間 ） 
上下架施設 

使用料 

１５ｆｔ以下 14,300 28,600 42,900 57,200 71,500 85,800 99,000  110,000  40,000    １５０，０００  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上下架各々１回につ

き 

３，０００円（外来艇の

場合５，０００円） 

１６ｆｔ以下 15,600 31,200 46,800 62,400 78,000 93,600 108,000  120,000  41,000 １６１，０００ 

１７ｆｔ以下 16,900 33,800 50,700 67,600 84,500 101,400 117,000  130,000  42,000  １７２，０００ 

１８ｆｔ以下 18,200 36,400 54,600 72,800 91,000 109,200 126,000  140,000  43,000  １８３，０００ 

１９ｆｔ以下 19,500 39,000 58,500 78,000 97,500 117,000 135,000  150,000  44,000  １９４，０００ 

２０ｆｔ以下 20,800 41,600 62,400 83,200 104,000 124,800 144,000 160,000  45,000  ２０５，０００ 

２１ｆｔ以下 22,100 44,200 66,300 88,400 110,500 132,600 153,000 170,000  46,000  ２１６，０００ 

２２ｆｔ以下 23,400 46,800 70,200 93,600 117,000 140,400 162,000 180,000  47,000  ２２７，０００ 

２３ｆｔ以下 24,700 49,400 74,100 98,800 123,500 148,200 171,000 190,000  48,000  ２３８，０００ 

２４ｆｔ以下 26,000 52,000 78,000 104,000 130,000 156,000 180,000 200,000  49,000  ２４９，０００ 

２５ｆｔ以下 27,300 54,600 81,900 109,200 136,500 163,800 189,000 210,000  50,000  ２６０，０００ 

２６ｆｔ以下 28,600 57,200 85,800 114,400 143,000 171,600 198,000 220,000  51,000  ２７１，０００ 

２７ｆｔ以下 29,900 59,800 89,700 119,600 149,500 179,400 207,000 230,000  52,000  ２８２，０００ 

２８ｆｔ以下 31,200 62,400 93,600 124,800 156,000 187,200 216,000 240,000  53,000  ２９３，０００ 

２９ｆｔ以下 32,500 65,000 97,500 130,000 162,500 195,000 225,000 250,000  54,000  ３０４，０００ 

３０ｆｔ以下 33,800 67,600 101,400 135,200 169,000 202,800 234,000 260,000  55,000  ３１５，０００ 

＊ 使用料の算定基準は、4月1日から翌年3月３１までの1年間とする。 

＊ 使用期間が1ヶ月に満たない場合は、1ヶ月として使用料を計算する。 

＊ 冬期間とは、12月1日から翌年3月31日までとする。 

＊ 艇の長さは実測とし、１メートルは3.28 ﾌｨｰﾄで計算する。ただし１ﾌｨｰﾄ未満の端数については切り上げるものとする。 

１m＝3.28ft  １ft＝0.304m 


